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　イスラーム帝【i麟に流即した信用証書をあらわす語にスフタジャ，サック．ルクアなど

があるが，それらが侮であるかは，いまだわかっていない。ここでは，それらが如何な

る経済的機能を有し．娼伺に操作されたかを，若干の資料より考察し，諸賢の御批判を

あおぎたいと思う。なお，これら手形，小切手の流通を可能ならしめた当時の経済的基

盤，手形の存在を可能とする前提条件などについては，璽洋史研究に発表の予定である

“イスラーム膏国における前期的資本家の一側面”のなかに述べる予定なので，　ここで

は翻愛する。

　1．　ノレクア　　（ruq？ah）

　まずルクアより検討をはじめよう。　アッ・タヌーーピー（At！ra磁hi）のNiSwaru　l・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v
lnuhadarah　（Tab］e－Tallc　of　a　Mesopotamian　Jtidge．　being　the　1？irst　Part　oE　the

Nishwar　al－Muhadara〔メソポタミア法富の茶話3，　edited　by　D．　S．　Margoliouth，1921一

以下，瓢にTan．と略記）に，バグダードにおけるある歌い手の逸話がある。彼はナーシ

ル・アッ・ダウラーのもとで歌ったのち．受けとった報酬をめぐって，’つぎのようなこ

とばを伝えている（“私”というのはその歌手じしんである）：

　　“あなたは私の歌に御満足なさったでしょう。　しかし，私は偲に満足すればよいの

　　でしょうか，と言った。すると．彼は奴隷に矢立をもってこさせ．私のためにルク

　　アを書いてくれた。それは500ディーナール〔支払うこと〕をサッラーフに命じた

　　ものであった。”　（Tan．　p．203，1】．13－15）

歌手は報酬として500デ／一ナール（clinar）のルクアを受取ったのである。ルクアにつ

いての記述は他にも多いが，これと二種であり，すべてサッラーフ（sarraf）に対する

支払委託舐券であることを示している。

　さらにこの資料のつづきに

　　“それから私はアウン街（バグダードの金融街）に，そのサッラーフをたずね，彼にル
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　イスラーム帝瞬における手形，小．切手について

　　クアを差し出した。すると彼は．あなたはこの〔ルクアの〕なかに書かれている入

　　ですか，とたずねた。私渉．そうだ．と答えると．彼は，私たちはこの仕事を金儲

　　けのためにしているのだということを御存じでしょうね．と言った。私が，もちろ

　　ん承知しています．と答えると．彼は，このような場合には1ディt一’一ナールにっき

　　1ディルハムいただくことになっているのです，と雷つた。”（Tan．　p，204，　IL　4－8）

という記述がある。これによると．ルクァを受取った歌手はサッラーーフのもとで．1デ

ィF一・’ナe一一‘ルにっき1ディルハム（（lirham），すなわち5～6％の手数料を払ってこれを

換金’したようである（11世紀頃の，ディルハムとディーナールの交換比価は20～25：1であっ

た）。

　さて．以上のことからルクアについてまとめてみると，振出人が債務者で支払のため

に便用し，受取人が支払人の所へ持ちこめば．即刻正金化されうるサッラーフ宛への学

力委託証券一それがルクアであるということになる。そして．これは今臼の小切手と

岡じ経済的機能を有していたものといえる。

　さて，ナーセレ・ホスロウ（Na諏i｝｛osr。w．1003…！061）がメッカ巡礼のときに著わ

したサファル・ナーメ（S証ar－n蕊mah‘旅行1亨己”一Sefer　Nameh．　Relation　du　voyag’e

en　Syrie，　en　Palestine．　en　Egyl）tb．　en　Arabie　et　en　Perse．　pe，ndant　les　ann6es　de

1’Hegire　437－444　（1035＝1042）．　Pul：）1．　tt’acl．　et　ann．　par　C．　SrJhefer，　Paris　1881，　p．　85，

1．25－p．86，　1．4）　に

　　“ここ〔バスラ）の商業の状態は次のようである。人びとはサッラーフに炎重晶を

　　あずけ．サッラーフからハット（麺aのを受取る。そして．すべての取引はサヅラ

　　ーフ宛へのハワーレ（hawalah）でなされる。私がこの町に滞在巾．ハッチ・サッ

　　ラ・・一一フ（ba鉾isarraf）以外は使われなかった。”1）　・　　　　　1

という記事がある。これによると．このハッチ・サッラ．一フは向遙の預金に対して擬1圭1

されたサッラーフ宛への支払委託証券であり，小切手にほかならない。すなわち．旧記

ルクアと岡一の機能を果たしたものと考えられる。　　　．．、

　では．一方ではルクアという表現をとり，他方ではハッチ・サッラーーフと呼んでいる

のは何故か。バグダードとバスラという場所の異なるこどによるのか。サファル・ナー

メの紀述をいま一度注意して読みかえしてみると，この小切手をハワーレとよんだり．

ハッチ・サッラーフとしたりして，用語法に統一のないことがわかる。さらに．そのハ

ワーレはハットとともに，商業面のみならず，広く文書一般をさすものであるから，

hatt　i＄arrafは“サッラーフに宛てて書かれたもの”2）ということを示すことばにす
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ぎず，特定の商響潰を示すことばとは思われない。そうすると．ここのハッチ・サッラ

ーフはルクアのことであったと．私は思うのである。

　2．　ずック　（sakk）

　§akkということばはAO」レシア語蘭hよりlllli来し，これが藤洋に入ってchequeに

なったといわれている。さて，サックについてであるが，それが公用に振り出された場

合と．私1三1］に用いられたときとでは，いささかその姓格を異にしていたように思われる

が」まずこれが公用に使われた例よりみていこう。

　サックが公用に使用された例は非常に多く．それらの着干の例を列雛すると．

　①“キハッ油と芦むしろ購入のために使われた9ディルハムのジャフバズ（9ahbaz）

　　宛へのサック”（キハッ油，芦むしろはともに公用のため購入されたもの。一lbn　Miska－

　　waihi；A玉一Ωisn轟1一的iτu　m三雛k三tab三Ta重激ubiレumam．　3　vols．，　ed．　by　Leone　Caetani，
　　　　　　　　　v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v

　　Leiden～London．1909．1913，1917〔以下縣にMisk．と略il己〕，　II，80）

　②“Baridiはlbn　Abi　s－Salasilに架空の支出をさせ，その二丁のためにジ・1・フバ
　　　　　　　　　　　v
　　ズの管理下にある金額のサックを書くように命じた。り傭者とも官吏一M三sk．正．158）

　③“サックは軍人の給料支払のために硬われる。”（Uwarazm三：Mafa鵬d－euiUm〔矢1職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v．．
　　の館〕，eclitec｛　by　van　Vloten，　Leiden　1815．　p，38）

　④“あるトルコ人の将校が軍事庁に入って来て，書記にサックを書くように命じた。”

　　（Misk．　III，　46）

　これらよりサックなるものは．振i学人は政庁の官吏（②④），支払人はジャフバズ（①

②）で，それはジャフバズのもとにある政庁の預金に対して娠り出されたものであり

（②）一“給料をはじめ政庁の種々の支出のために（①③）使用されたものであるというC

とがいえよう。すなわち，ある種の預金に対して振り1：lilされ，支払手段として機能した

という点では，前に述べたルクアと醐じく，小切手と考えてよい。

　つぎに，三月彗に使われたサックであるが．lbn　Hauqa豆のMa9・ril）地方Sigiimasah

の記述の中に，つぎのような記載がみられる。それは二箇所にあり，

　③“私はアウダゴシュト（Audagu§t）でサックを見た。その中には、「セジ．，，・」レマー

　　サ出身の在アウダゴシュト商人に対して，セジ。、ルマーーサのある人が42，000ディ

　　一一ナールの債務を負っている。」と｛豊｝：かれていた。”（lbn　Hauqal〔耳au奪al〕：Kitabu

　　＄urati　1－arz，　edited　by　」．　1｛．　1〈ramers，　Leiden　1938．　II　99）

　　　　v　　　　　．

　②“Muhammad　b．　Abi　Sa“ditnに対して支払わるべきサックを，私はアウダゴシ
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　　イスラーム帝國における手形，小切手について

　　ユトでみた。そして，それには42，　OOOディーナールを公正な人が証明していた。”

　　（lbn　Ilaucla｝：　op．　cit．　II　61）

　この二つの記述を綜含すると．サックについて次の事項を明らかにすることができよ

う。すなわち

　①振出人，Sigllmagahの人（債秘者）。

　②　受取人．Auda伽§tめ商人Muhammad　b．　Abi　Sa’dan（偵権者）。

　③額面，42，　OOOディーナール。

　④公証人の証明のある公正証書。

　⑤　債務のある旨の記載がある。

ということである。この42，000ディーナールは非常に高額であり，おそらく商取引の

さいに使われたものと考えられるが，それは公的に使われ小切手として機能したものと

は少し性質を異にするようである。すなわち，銀行あてへの支払委託証券ではなく，一

種の約東手形の形式をとっているらしいのである（⑤）。他にこれと類する記述は現在

みあたらず，これだけの資料よりこれに一定の概念規定を与えることはできない。

　また，今一層目サックが小切手なることを否定するような認述がある。それは先に挙

げたアッ・タヌーヒーのルクアについての資料の中に．ある身分の高い人が詩人にサッ

クで払ったが．銀行はこれを引きうけなかった。そこで詩賦はサッラーフ宛へのルクア

をもらい，それを銀行にもちこみ換金化したというのである。

　もし．サックがルクアの如くに小切手（預金に対して振り出される支払委託；ll勝）である

なら，換金化されたはずである。このイブン・ハウカルの記述を儒ずる限り，また．ア

ッ・タスーヒーの記述を認める限り，ルクアとサックはその経済的機能を異にしていた

と考えなくてはならない。しかし，前述の公用の支払に娠り出されたサックは明らかに

小切手を示すものである。

　ここに，たがいに矛盾する資料が存するのであるが．このサックに関するかぎり．尚

いま少し資料を集めた上でなければ，結論的な断定はこれをくだしえない段階にある。

　3．スフタジヤ（suftagah）

　最後にスフタジャに言及しよう。　暮warazmi：Maf護tihu　l一’ulUm，　ed．　by　van

Vloten　p．62にも，一応これが出ているが，それには「スフタジャは周知のごとし」と

記されているにすぎず．それよりこれが如何なる経済的機能を有し，何に使われたかは，

これを明らかにすることができない。また，このことは．その用法について詳述する必
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要のないほど一般化していたということを意下するものであろう。では，スフタジャと

は何か。

　まず，その用途よりみていこう。これについては興昧ある記述が二つ晃い出される．

すなわち，

　①“ワジールのlbnu　l・FuratはFaris，　lsfahan東方諸州より入って来たスフタジ

　　ャをもっていた。”（Misk．1，43）

　②“（エジプト．シリアの監督官）Sa！amah　は　147，000ディーナールのスフタジ

　　ャをもって，バグダードに来た。”（Misk．1．146）

であるが．これより，スフタジャが公金送付に使われたものであることが，明らかとな

る。

　その他，’Abdu　l一’Azizl　d－DUri：Studies　of　the　economic　Iife　of　Mesopotamia
　　　　　　　vt　　　　　　　　　　v

in　the　10th　Century，　Baghdad　1952，　p．174は．夫の不在中に200ディーナールの

スフタジャを夫より受けとった，或る婦人の話をアッ・タヌーヒーより引胴している。

　さらに，この外．．旅行者が現金の代りにこれを利用した例もある。

　また．Ahwazの徴税人Ibn　Abi　Aralが人の護訴により身があやうくなった時の

話をアッ・ターik・一一ピーは伝えているが．それによると．‘私（lbn　Abi　A・al）はその夜，

ポロをまとい馬にのり．二人の召使いと案内人をつれ500ディーナールのスフタジャ以

外，何ももたずに逃げ出した”とある。（Tan．104）

　その他．A，　Mez：Die　Renaissance　des　Islams，　Heldelberg　1922，　p．447には

Masari’al－Ussaqの資料が引用されているが．それによると．ある学者は5，000ディ

ーー iールとスフタジャ以外何ももたずにスペインに旅したとのことである。

　すなわち．これらは今日の旅行者小切手（クーポン）の如くに使胴された例を示すも

のである。

　以上は公用，私用の送金手段として利網されたことの証左であるが，これが商取引の

さいにも使用されなかったであろうか。

　手形のもつ経済的機能より考え，それが商取引にも利用されたであろうことは推定で

きる。否，むしろ．商業上の必要性より自然発生し，それが手形の流逓を可能ならしめ

た経済機構の巾で他の分野にも利fEされるようになったと考えるべきである。

　私の調べた限りでは，商人間でスフタジャによる取引，負債桐殺が行なわれたという

ことを具体的に物語る資料は見あたらない。しかし．次のアヅタヌーヒーの記述は，

それが商取引にも用いられたことを傍証してくれるものではないかと思う。すなわち．
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　　イスラーム門田における手形，小切手について

　　　　　　ジ’1・バル（Gabal）の1町デd一ナワル（Dinawar）の人がバグダードにいる従弟に遺産を

残して死んだ時，故人の友人がその遺産を売却し，三分の一一は現金で，残り三分の二は

スフタジャでバグダードに送った謡が出ている。

　　“私（バグダードの人）はその三分のこをスフタジセで受取った。　それは額面700デ

　　ィーナール40日先渡しのもので．Karh（バグダードの一地区）の綿商入あてに振り

　　出されたものであった。”（At－Tanitbl：Al－Faragu　ba¢di§強dδa，　ed三ted　by　M．　az一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　Zuh駕i　al－Gamrawi　1903－4〔以下Tan．　al－Fara重と略言己〕P．234）

これはディーナワルで遺産処分の際，綿商人に債権を有するものが購い，その代金の決

済を債務者たる綿商人に振替えさせたものと解釈すべきであろう。つまり，この場合の

スフタジャは今日の為替手形の如くに機能していたと考えてよいと思う。

　また．スフタジャという表現は使っていないが，Mlsk．　H，54に次のような記述が

ある。

　　［｛Abit隻一Qaeimはその宝石代金を渠椰子商人あてに振り出されたハ7トでうけとり，
　　　　）
　　その商人から麦払をうけた。”

　すなわち，カーシムから宝石を買ったものは，その代金支払を彼に債務を有する炎椰

子商人に振替えさすために，ハットを使ったのである。間じくMlsk．　II，138に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“軍隊と従者に支給するためのi家具がとどいた時．彼（シャルフッ・ダウラSarfu　d－

　　Daurah）はその費用の半分をオマーン（tOman）宛に，残り半分をマウシル（Mau＄S）

　　宛に振り出した。彼の振り憎したハットが敵騒の1　i・Tでも引き受けられるということ

　　は．何という誇りであろうそ。”

という甜述がある。つまりシャルフッ・ダウラは負債をオマーン．マウシルの債権者に

擬り替えさすべくハットを肥り出したのである。このハットは第三者に麦払を蟹替える

ための支払委託証券であり，今日の為欝手形と嗣一の機能を有するものであり．また，

先のディーナワルでの記述におけるスフタジャと岡じ経済的機能をもつものである。

　では．ハットとスフタジレの蓋如侮ということになるが．ハットは先にあげたハッチ

・サッラーフの例にも見られるように，特定の意味をもつ商用語ではなく．ここでもハ

ットはスフタジャ・というかわりに，漠然と使朋されたにすぎないと思われる。

　さて，以上よりスフタジャは，①公金をはじめ樋々の送金のために供せられたもの，

すなわち送金為替と，②第三者に対する支払委託謹券．すなわち為替手形という．この

こつの機能を果たしたものと醤えるであろう。そしてこれは，ルクア，サック（小切手と

してのサック）が岡一地で振出，決済されたのと異なり，異地間に振り出されることを
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病期としたために（時として岡地聞でも搬り出されているが，これはイスラーム法では禁じられ

ている），即刻換金化されることはなく．一定の支1ム日がさまっていたようである。その

ことは

　　“諸州から入って来て，まだ満期の来ていないスフタジャ”（A§一§ab三’t：Ta曲

　　Usrati　s一＄abi’i，　81）

　　　　sv
　　“40N先渡しのスフタジャ”（Tan．　al－Farag，　P．234）

などという表現のあるところより，確証しうるものである。一定の支払日になるとジャ

フバズやサッラーフなどより支払を受けるのであるが．この場合に（これら金融業者と通

じてこの送金為暫の換金のとき）引換手数料をとっていたか否かは資料の裏付けがなく，

何ともいえないが，ルクアの場合は先にみた如く1ディーナールにっき1ディルハムの

手数料をとっているから，ルクァより一一酸面倒なスフタジャの場合にも，手数料をとっ

ていたものと思われる。

　次に，裏害譲渡のことであるが，W．　J．　FischelはJews　in　the　Economic　and

Political　Life　of　Medieval　lslam　（Royal　Asiftc　tic　Society　Monograph，　XXII．　London

1937．p．17）の中で．この乱すでに蓑書が行われていたと述べているが，果たして三二

だろうか。しかし，裏書を示す資料はなく（W．∫．Fische1も挙げていない），また，一般

的に中世の金融業者るま手形取扱の手数料を獲得するために，手形の裏書を行なわずに一

々新しい手形を発行していたといわれ，ヨーロッパでは17世紀になってはじめて，裏書

が行なわれるようになったといわれている。

　もし，当時のイスラーム社会が17撫紀のヨ・一一　Ptッパ社会の経済構造を有していたとす

るなら，この裏書流通の可能盤もあるが，もしそうでなかったとしたら．この議論は論

外とされよう。

　さて，以上ルクァ，サック，スフタジャなどイスラーム膏罵に行われていた信用証誹

について卑晃をのべたのであるが．これらは中揖末期の／タリアなどに兇られる循罵証

書に先行するものであることが知られるのである。現今の経済史では今日の手形．小切

手はその直接の濾源を巾．【：1、受壷イタリアの商人が使った手形に求められるとしているが，

この説は訂正さるべきものと思う。9～10撤紀のイスラーム商人は地中海貿易を独占し，

その商圏は地中海沿岸に及んだ。ここに当然イタリア商人との接触が考えられ，低い経

済段階にあったイタリアがイスラーム商人より諦種の商翌慣を学びとったものと思われ

る。勿論，Kタリアのそれらがイスラームのものと全く岡じものか否かはわからないが，
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　　イスラーム帯圏における手形，小切手について

少なくともイタリアに影響を与えたであろうということはいえよう。よって，手形の起

源は今一つKスラーム社会にさかのぼって求めらるべきものと思うのである。

）1

）2

　　　　　　　　　　　　　　　　　言孟

ここの“サッラーフ宛へのハワーレ”は蝕bar§arτ潔bawalahである。　また募a鉾三

＄arrafなる読みかたはペルシア語に従ったもので，それを“サッラーフに宛てて書かれたも

の”とする解釈は，この“サッラーフ宛へのハワーレ”に依拠したもの。エザーフェを伴う

構成位相に対するこの解釈については，H．　Jensen：Neupersische　Grammatlk．　Re羅el－

berg　1931，　§308参照。

この解釈については註1参照。
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